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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「社会の求めるものに応えることを通し、社会に奉仕する。このため会社はその存続発展をはかるに足る相応の利益を挙げる。」という
経営信条のもと、企業経営の透明性と公正性を高め、持続的な成長と企業価値の向上のために、安定的に収益を確保できる経営体質の確立を
図り、株主をはじめ全てのステークホルダーから信頼を得るため、コーポレートガバナンス体制の強化に取り組んでまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、上記の基本的な考え方に基づき、実効的なコーポレートガバナンスを実現するための取り組みを継続的に行い、コーポレートガバナン
ス・コードの各基本原則を全て実施していると判断しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

渡邉忠泰 390,206 12.23

HORIZON GROWTH FUND 368,700 11.56

有限会社創翔 331,200 10.38

東亜道路工業株式会社 241,200 7.56

株式会社アスカ 196,000 6.14

宇部興産株式会社 161,000 5.05

常盤工業株式会社 105,000 3.29

佐藤渡辺従業員持株会 75,734 2.37

内藤征吾 73,100 2.29

株式会社みずほ銀行 68,600 2.15

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

特にありません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満



直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

特にありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 9 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

横山　和彦 他の会社の出身者 △

古川　祐二 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

横山　和彦 ○

2012年6月までりそな銀行の常勤監査役
でその後は昭和リースの業務執行者であ
りました。また、その後は河西工業の社外
取締役を勤めております。

当社は株式会社りそな銀行との間に預金
等の取引関係があります。

企業経営および金融業務に関する豊富な経験

と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高

度な視野から当社の企業活動に助言をいただ

くため。

当社と横山和彦氏との間に特別な利害関係は

なく、一般株主との利益相反が生じるおそれは

ないと考えております。

古川　祐二 ○

2014年5月までりそな銀行の代表取締役
副社長でその後はりそなホールディング
ス、りそな決済サービスの代表取締役社
長でありました。また、その後はソーダニッ
カ社外取締役を勤めております。

当社は株式会社りそな銀行との間に預金
等の取引関係があります。

企業経営および金融業務に関する豊富な経験

と幅広い見識に基づき、客観的で広範かつ高

度な視野から当社の企業活動に助言をいただ

くため。

当社と古川祐二氏との間に特別な利害関係は

なく、一般株主との利益相反が生じるおそれは

ないと考えております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、当会社の業務の適正性を確保するため、会計監査人から会計監査に必要な報告を随時受けるとともに、会計監査に立ち会うなどし
て連携を図り、監査室からは業務監査等の報告を受けることにより連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

佐藤　嘉記 弁護士 ○

石原　祥子 税理士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐藤　嘉記 　 ―――

法律の専門家としての豊富な経験と幅広い見
識に基づき、客観的で広範かつ高度な視点で
監査いただき、会社業務が適法・適正に行わ
れることを確保するため。

石原　祥子 　 ―――

税理士としての豊富な経験と幅広い見識に基
づき、客観的で広範かつ高度な視点で監査い
ただき、会社業務が適法・適正に行われること
を確保するため。

【独立役員関係】



独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

現在は必要なく実施しておりません。　　将来については未定です。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当事業年度（２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）における取締役および監査役に支払った報酬等の額は以下のとおりです。

取締役　　６名　１０６百万円（うち社外取締役　２名　１１百万円）

監査役　　５名　　２１百万円（うち社外監査役　２名　５百万円）

合 　計　１１名　１２７百万円

（注）上記には２０１９年６月２７日開催の第８８回定時株主総会終結をもって退任した監査役１名を含んでおります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議によ
り決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。

　なお、１９９２年６月２４日開催の第６１回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額２億円以内（ただし、使用人分給与は含まない）、
監査役の報酬限度額は年額３千万円以内と決議いただいております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役および社外監査役は、重要な書類を閲覧し、取締役会等の重要な会議に出席して業務の適法・適正を監督・監査しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は会社法に基づく機関として、株主総会および取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関の
ほかに、経営会議、監査室を設置しております。また、意思決定の迅速化、効率化を図るために執行役員制度を導入しております。

　取締役会は、２ヶ月に１回開催する定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要あるごとに開催し、法令、定款および取締役会規程に基づき、執
行役員および使用人の業務執行を監督し、経営上重要な意思決定を行っております。

　監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行が法令または定款等に適合しているかなどを監督するとともに、監査役会
が策定した監査計画に従って監査を実施し報告しております。

　監査役会は、２ヶ月に１回開催するほか、必要あるごとに随時開催し、監査計画の立案や監査業務の分担など監査に関する重要事項について
協議のうえ決議しております。

　会社の経営に関する重要な事項、取締役会の決議事項については、代表取締役社長が指名した取締役などによって構成される経営会議の審
議を経ることとしております。

　内部監査機能の充実を図るため監査室を設けており、内部監査規程に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施検証し、監査結果等を社長に
報告しております。

　会計監査人については、太陽有限責任監査法人による会社法上の監査を受けており、会計処理等に関する諸問題について適時意見を交換し、
改善事項などの助言を受けております。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は監査役会設置会社を選択しており、監査役４名のうち２名は社外監査役を選任し、各監査役は取締役会への出席や重要な書類の閲覧を
通じ業務の執行状況の監査を行っております。

　また、当社では社外取締役を2名選任し、社外取締役が社外監査役を含む監査役会と連携して取締役会の業務執行をモニタリングする体制を
構築しております。客観性・中立性の高い社外役員による取締役の業務執行に対する監査体制の強化・充実により、コーポレート・ガバナンスの
実効性が高まるものと判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

実施していません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
事業報告書、四半期決算短信、その他開示資料等を当社ホームページに掲載
しております。

ＩＲに関するＵＲＬ　：　http://www.watanabesato.co.jp

IRに関する部署（担当者）の設置
本社総務部を担当部署としており、関連部署と協力のものと、正確かつ迅速な
情報開示に向けた体制を構築しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
経営理念において「社会の求めるものに応えることを通し、社会に奉仕する」と定め、環境
保全活動に取り組んでおり、私たちの環境を大切に、快適にと考え、機能的な商品を開発
し、社会の要請に応えております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

全てのステークホルダーに対し、適時、適切、正確、公平に情報の開示を行うよう努めてお
ります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（１）当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

　役職員が法令・定款および社会規範を順守した行動をとるための行動規範やコンプライアンス体制に係る諸規程を定める。また、その徹底を図
るため、役職者教育等を行う。内部監査部門は、それぞれの担当部署と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これら活動は定期的に取
締役会および監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として内部通報規程に基
づくホットラインを設置・運営する。

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　文書管理規程等に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、保存する。取締役および監査
役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

（３）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　コンプライアンス、財務、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイド
ラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任
者となる取締役を任命する。

（４）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、経営に関する重要な意思決定機能および業務執行の監督機能を担い、業務執行機能を執行役員が担うことで、権限および責任を
明確化し、迅速かつ効率的な意思決定と業務執行を推進する。

（５）当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

　当社は、子会社管理規程に基づき子会社の業務執行を管理し、子会社は、定期的に当社取締役会へ業務執行についての報告を行うものとす
る。

ロ　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　子会社における事業推進に伴う損失の危険の管理について、リスクの適切な識別および管理の重要性を認識・評価することで、当社グループ全
体として、業務に係る最適な管理体制を構築する。

ハ　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、グループの事業に関して責任を負う取締役を任命し、コンプライアンス体制、リスク管理体制の構築に関する権限と責任を与え、職
務の執行が効率的に行われるための規程を整備する。また、本社経営企画室は、グループの事業に関して横断的に推進し、管理する。

ニ　子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　子会社にも当社の行動規範やコンプライアンス体制に係る諸規程を適用することで、グループ全体の業務の適正化を図る。

（６）当社の監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における該当使用人に関する事項

　監査役は、監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。

（７）当社の監査役補助者の取締役からの独立性に関する事項

　監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査室所属の職員は、その命令に関して、取締役、監査室長等の指揮命令を受けないものとする。

（８）当社の監査役の監査役補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項

　役職員は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査室所属の職員に対し、監査役からの指示の実効性が確保されるように適切に対応
する。

（９）当社グループの取締役および使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

　取締役会は、当社グループの取締役および使用人等が、監査役に対して、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす
事項、内部監査の実施状況、内部通報規程に基づくホットラインへの通報状況およびその内容等をすみやかに報告する体制を整備する。報告の
方法（報告者・報告受領者・報告時期等）については、取締役と監査役会との協議により決定する。

（１０）当社の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　監査役への報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整備する。

（１１）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理
に係る方針に関する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務に必要でないと認められた
場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理する。また、監査役は、監査の実施にあたり必要と認められるときは、自らの判断で法律・会
計等の専門家に相談することができ、その費用は会社が負担する。

（１２）その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役会は、代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。また、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受けて意見交換
を行う。

　取締役会は、重要な業務執行の会議への監査役の出席を確保する。

（１３）財務報告の適正性を確保するための体制

　当社の取締役会は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備および運用状況等を定期的に評
価するとともに、維持・改善に努める。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し毅然とした姿勢で挑み、不当・不正な要求を断固拒否するとともに、一切関
係を持たず、経済的利益の供与を行わないことを基本方針としている。また、不当・不正な要求に備えて組織体制を整備するとともに、警察・暴追
センター・弁護士等との緊密な連携関係を構築している。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




